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都公文書館都公文書館
44月月11日（水）日（水）にに
移転オープン移転オープン

　歴史的価値のある公文書等の適切な保存と利用を図
ることを目的とした都の施設が市内にオープンします。

→まちづくり推進課（内457）
新所在地泉町2-2-21（都立多摩図書館隣）
開館時間午前9時～午後5時
休館日日曜日・祝日、第3水曜日など
i都公文書館☎（042）313-8460

施設の特徴
〇�江戸・東京の歴史を映像やパネルなどで紹介する
展示室
〇�閲覧利用の多い史料などを中心に、インターネッ
トで閲覧できるデジタルアーカイブス
〇�研修会や講演会などに利用できるスペースの貸し
出し（有料）

　人と人とがつながり、学びが循環するまちの実現を目指して、第2次教育ビ
ジョンを策定しました。策定にあたり、令和元年12月15日号で募集したパブ
リック・コメントに、17人から78件の意見をいただき、そのうち4件を反映
しました（計画に反映済みの意見30件）。意見の概要とそれに対する教育委員
会の考え方と本計画を公表します。
■パブリック・コメントの意見結果（抜粋）

項　目 いただいた意見の概要 市教育委員会の考え方 反映
状況

Ｐ14
3「第1次教育ビ
ジョンの主な取組
状況」

不登校は、出現率が増加傾向にある中、充分な体制が取られた
とは思えない。なぜ不登校が出現しているのかといったところ
への根本的な対応が望まれる。また、復帰を前提とした目標は、
国が定める指針とは異なる方向性である。子どもの状況に合わ
せた教育機会の確保が現状の課題だと感じる

意見と文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方
について（通知）」を踏まえ、Ｐ45主要施策（2）「不登
校児童・生徒への支援の充実」の5行目を「学校復帰等を
目指します。」に変更します

有

Ｐ27
Ⅰ-1「豊かな心を
育みます」

取組の柱2「道徳教育の推進」の3行目は義務が強調されてい
るので、「法や決まりを守り、自他の権利を大切にし、多様な
考え方を尊重する心情を育てます」に変更していただきたい

意見と学習指導要領第3章「道徳」を踏まえ、取組の柱2「道
徳教育の推進」の3行目「法や決まりを守り、自他の権利
を大切にし、進んで義務を果たすとともに、多様な考え
方を尊重する心を育てます。」に変更します

有

Ｐ34
Ⅰ-2「確かな学力
を伸ばします」

主要施策（4）「キャリア教育の充実」の5行目を「自分なりの
考えをつくっていき、発信していく力を育成する主権者教育を
推進」に変更していただきたい

意見を踏まえ、主要施策（4）「キャリア教育の充実」の5
行目を「自分なりの考えを持ち、表現していく力を育成
する主権者教育を推進します。」に変更します。なお、「発
信」は、学習指導要領の求められる資質・能力に基づき、「表
現」としています

有

Ｐ45
Ⅰ-4「一人ひとり
の個性を伸ばしま
す」

主要施策（2）「不登校児童・生徒への支援の充実」の3～5行
目に関して、この取り組みの目指すところが「学校復帰」に限
られるような印象を受ける。当該箇所の文言を検討いただきた
い

意見と文部科学省の「不登校児童生徒への支援の在り方
について（通知）」を踏まえ、Ｐ45主要施策（2）「不登
校児童・生徒への支援の充実」の5行目を「学校復帰等を
目指します。」に変更します

有

公表期間3月16日（月）～4月15日（水）
公�表場所①教育総務課（ひかりプラザ内）②オープナー
（市役所附属棟）③各公民館④恋ケ窪・光図書館⑤本
多図書館駅前分館⑥福祉センター⑦各地域センター⑧
cocobunji市民サービスコーナー（cocobunji ＷＥＳ
Ｔ5階）⑨国立駅前市民サービスコーナー（国立駅前
くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）⑩市ＨＰ※閉庁
日・閉館日にご注意ください。公表期間後も①②⑩で
ご覧いただけます

→教育総務課☎（042）574-4040

第2次教育ビジョン第2次教育ビジョンをを策定策定
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児童の安全を守りましょう児童の安全を守りましょう

スクールゾーンではスクールゾーンでは
一般車両は通行禁止一般車両は通行禁止

車両通行禁止時間帯車両通行禁止時間帯

　各小学校区には児童が安全に通学で
きるように、学校周辺の地域にスクー
ルゾーンを設定しています。スクール
ゾーン内の道路では、車両通行禁止時
間帯（主に午前7時30分～8時30分）
は一般車両の通行はできません。ドラ
イバーの皆さんは、道路標識に従い、
児童の安全を守るため、この機会に、
もう一度スクールゾーンとその時間帯
を確認してください。
　なお、原則通行はできませんが、ス
クールゾーン内にお住まいの方など、
警察署発行の通行許可証があれば一部
通行が認められます。詳しくは、小金
井警察署☎（042）381-0110へお問い
合わせください。

→学務課☎（042）574-4042
交通対策課（内363）

市内スクールゾーン
参考図

車両通行禁止時間帯
午前7時30分～8時30分
午前7時30分～9時
午前7時30分～9時30分
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※市内スクールゾーン参考図は市ＨＰでもご覧いただけます※市内スクールゾーン参考図は市ＨＰでもご覧いただけます


